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技術の進展に伴い工業所有権に対する関心が急速に高まるなか、特許庁には従来にも増

して多様なニーズに対応した審査即ちより一層充実した審査の実現が求められており、そ

の責任も極めて大きなものとなっている。 審査官は、より一層充実した審査を行うにあ

たって、審査対象となる技術を的確に理解すると同時に、関連する技術分野を理解し、技

術の発展過程を把握する事が重要であることは勿論、周知・慣用技術についても十分に把

握していなければならない。

周知・慣用技術は企業等において出願に至らない技術やノウハウ等が主体となってお

り、技術開発を行う際の背景的技術や補足的な技術として、しばしば利用されているにも

かかわらず文献に記載されることが少なく、また、たとえ文献に記載されていたとしても、

散在している文献のサーチに多大の時間を要しているのが現状である。もとより審査官は、

当業者として、周知・慣用技術にも精通するように努めているが、散在し文献に記載され

ることの少ないこれらの技術を机上で習得することは難しく、また現場で直接習得し得た

としても審査においてその事実を立証することは容易ではない。

一方、出願人の側では、真に保護を受ける価値のある発明を厳選して出願する必要性を

認めつつも、防衛的観点から周知・慣用技術であっても取りあえず出願しているものも見

受けられる。しかしながら、周知・慣用技術はパブリック・ドメーンに属するものであり、

権利化すべきものではない。このような出願に対して、特許庁及び出願人の双方が費やす

労力は無駄なものであり、社会的な損失ともいうべきものである。

特に香料分野においては、既存の多数の処方や調香の際のノウハウ等膨大な周知慣用技

術が存在する。香料分野における周知・慣用技術については、昭和 59年 8月 21日 特許

庁発行「周知・慣用技術集」(化粧料及び類似品)中に、香料に関してその一部を掲載した。

しかしながら、一口に香料分野における周知・慣用技術と言ってもその定義や範囲が必ず

しも明確ではなく、産業界が一致協力して文献化することは困難を伴い、必ずしも満足で

きるものではなかった。

以上のような状況の中、特許庁審査第四部応用化学（現：有機化学）と日本香料工業会

との間で行われた議論を踏まえて、担当審査室の審査官と工業会との間で緊密な連絡を取

りつつ、「第Ⅰ部 香料一般」「第Ⅱ部 食品用香料」に引き続き、「第Ⅲ部 香粧品用香

料」の周知・慣用技術集をとりまとめ、今般３年の歳月を費やして三部作が完成した。

本技術集は、香粧品用香料に関する

1. 周知・慣用技術そのものを文献化すること

2. 散在する文献の収集、整理を行って文献化すること



3. 周知・慣用レベルの技術を具体化できるように、構成要素の組み合わせとその効果

を文献化すること

の３点を主目的として、香粧品用香料の一般的技術特性、香粧品用香料素材の特性、香粧

品用香料のタイプ別特性、香粧品用香料の用途別特性に関する周知・慣用の技術を収集・

整理した情報を収載している。

なお、本技術集に掲載されている技術を使用（実施）する場合は、他者の権利を侵害し

ないように注意されたい。

最後に、この技術集の作成にあたって、日本香料工業会 特許商標委員会からの参加呼

びかけに応じて協力していただいた各企業の方々、ならびに、香料分野で当たり前と認識

される周知にして慣用の技術および公知の技術情報を整理し、審査に有用な情報として提

供していただいた協力企業の開発技術者の方々に感謝申し上げるとともに、本書が今後も

技術の動向に合わせて見直され、常に使い易いものであるよう期待したい。
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